
館林地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則
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館林地区消防組合規則第２号 

 

館林地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する

規則の一部を改正する規則 

 

第１条 館林地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関す

る規則（令和２年館林地区消防組合規則第７号）の一部を次のように改正する。 

  第１６条の３第１項第１号中「１００分の１２４」を「１００分の１２６．

５」に、「１００分の３１５」を「１００分の３２２．５」に改め、同項第２号

中「１００分の１１２．５」を「１００分の１１５」に、「１００分の１２４」

を「１００分の１２６．５」に改め、同項第３号中「１００分の１０１」を「１

００分の１０３．５」に改め、同項第４号中「１００分の９２．５」を「１０

０分の９５」に改める。 

第２条 館林地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関す

る規則（令和２年館林地区消防組合規則第７号）の一部を次のように改正する。 

  第１６条の３第１項第１号中「１００分の１２６．５」を「１００分の１２

５．５」に、「１００分の３２２．５」を「１００分の３１８．７５」に改め、

同項第２号中「１００分の１１５」を「１００分の１１３．７５」に、「１００

分の１２６．５」を「１００分の１２５．２５」に改め、同項第３号中「１０

０分の１０３．５」を「１００分の１０２．２５」に改め、同項第４号中「１

００分の９５」を「１００分の９３．７５」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４

月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の館林地区消防組合会計年度任用職員の給与及び

費用弁償の支給等に関する規則第１６条の３の規定は、令和７年１２月１日か

ら適用する。 


